
５ 豊 道 建 号 外  

令和５年１２月２２日  

 

各町内会長  様  

 

建設部道路建設課長  鈴木  昌範   

 

令和７年度土木事業要望の取りまとめについて（依頼）  

日 ご ろ は 豊 川 市 の 土 木 行 政 に 格 別 な る ご 尽 力 を 賜 り 誠 に あ り が と う

ございます。  

さ て 、 土 木 事 業 に つ き ま し て は 、 毎 年 各 町 内 会 か ら 要 望 を 受 け 事 業

を 実 施 し て お り ま す 。 貴 町 内 会 に お い て 土 木 事 業 の 要 望 が あ り ま し た

ら、【様式１  土木事業（道路拡幅工事・道路改良工事・交通安全対策）

要望書】に取りまとめの上、ご提出をお願いします。  

な お 、 今 年 度 か ら 土 木 事 業 要 望 の 様 式 や 提 出 方 法 等 を 一 部 変 更 す る

と と も に 、 維 持 修 繕 工 事 、 か ん が い 排 水 工 事 に つ い て の 要 望 は 、 【 様

式２  土木事業（維持修繕工事・かんがい排水工事）要望書】での提出

とし、関係する部署で随時受け付けとします。  

詳 し く は 、 別 添 の 【 土 木 事 業 要 望 書 作 成 の 手 引 き 】 を ご 参 照 く だ さ

い。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。  

記  

１  土木事業要望内容  

道路拡幅工事、道路改良工事、交通安全対策（年に１度受付）  

２  提出  

(1)  提出期限  

令和６年３月２７日（水）必着  

(2)  提出物  

【様式１  土木事業（道路拡幅工事・道路改良工事・交通安全

対策）要望書】  

（添付資料：位置図、写真（任意））  

(3)  提出方法  

下記の①、②、③のうちいずれかの方法  

①  電子メールによる提出 (dobokuyoubou@city.toyokawa.lg.jp） 

②  書面による提出（道路建設課へ提出）  

③  書面による提出（広報配布時の文書集配袋にて提出）  

３  市からの回答  

回答時期  令和６年１２月下旬（広報１月号配布時）予定  

 

(土木事業要望全般に関する連絡先 ) 

担  当  建設部  道路建設課  生活道路係  

電  話  0533-89-2143（内線 1436、 1437）  

E-mail dobokuyoubou@city.toyokawa.lg.jp 


